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   Ａ６１Ｋ  31/519   　　　　
   Ａ６１Ｋ  45/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/28    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/16    　　　　
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   Ｃ０７Ｄ 495/04    １０５Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月1日(2011.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タウロパシーの診断、緩和、治療及び／又は予防のための薬剤を製造するためのＭｎｋ
１及び／又はＭｎｋ２キナーゼのモジュレータの使用。
【請求項２】
　モジュレータがインヒビターである、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　モジュレータが、チエノピリミジン、ピラゾロピリミジン又はピロロピリミジン化合物
又はその製薬学的に認容性の塩である、請求項１または２に記載の使用。
【請求項４】
　インヒビターが、ＥＤＪ１０１４０１化合物又はその製薬学的に認容性の塩である、請
求項１から３までのいずれか１項に記載の使用。
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【請求項５】
　インヒビターが、ＥＤＪ１００８６９化合物又はその製薬学的に認容性の塩である、請
求項１から３までのいずれか１項に記載の使用。
【請求項６】
　タウロパシーが、アルツハイマー氏病、クロイツフェルトヤコブ病、拳闘家痴呆、ダウ
ン症候群、ゲルストマン－ストロイスラー－シャインカー病、封入体性筋炎、プリオンタ
ンパク質大脳アミロイド血管障害から成る群から選択される、請求項１から５までのいず
れか１項に記載の使用。
【請求項７】
　タウロパシーが、前頭側頭型痴呆（ＦＴＤ）、第１７染色体に関連するパーキンソン症
を伴う前頭側頭型痴呆（ＦＴＤＴ－１７）、ピック病、もつれ優勢型アルツハイマー氏病
、皮質基底核変性、筋萎縮性側索硬化症／パーキンソン症痴呆症候群、好銀性顆粒痴呆、
石灰沈着を伴うび慢性神経原繊維変性、ハラーホルデンスパッツ病、多発性統萎縮症、ニ
ーマンピッグ病Ｃ型、進行性皮質下部神経膠症、進行性核上性麻痺及び亜急性硬化性全脳
炎から成る群から選択される、請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項８】
　タウロパシーがアルツハイマー氏病である、請求項１から７までのいずれか１項に記載
の使用。
【請求項９】
　薬剤が診断薬である、請求項１から８までのいずれか１項に記載の使用。
【請求項１０】
　薬剤が治療薬である、請求項１から８までのいずれか１項に記載の使用。
【請求項１１】
　単一治療のための薬剤を製造するための、請求項１から１０までのいずれか１項に記載
の使用。
【請求項１２】
　併用治療のための薬剤を製造するための、請求項１から１０までのいずれか１項に記載
の使用。
【請求項１３】
　タウロパシーの緩和、治療及び／又は予防のために適した少なくとも１種の他の薬剤と
組合せての請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　アルツハイマー氏病の緩和、治療及び／又は予防のために適した少なくとも１種の他の
薬剤と組み合わせての請求項１２に記載の使用。
【請求項１５】
　他の薬剤がＮＭＤＡアンタゴニスト又はアセチルコリンエステラーゼインヒビターであ
る、請求項１４に記載の使用。
【請求項１６】
　ＮＭＤＡアンタゴニストがメマンチンであり、かつアセチルコリンエステラーゼインヒ
ビターがドネペジル、リバスチグミン及びガランタミンから選択される、請求項１５に記
載の使用。
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